
神戸市家族介護慰労事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、神戸市家族介護慰労事業実施要綱（以下「要綱」という。）の規定によ

り、家族介護慰労金（以下「慰労金」という。）を支給する事業に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（定義） 

第２条 要綱第２条第１号中、「臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする

状態」並びに「認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、

介護保険法第 27条第５項前段（準用される場合を含む。）の規定により通知された審査及

び判定の結果において要介護状態区分が要介護４以上に該当するとされた者（以下「要介

護高齢者」という。）であること。但し、要介護３に該当するとされた者で、別表１に定め

る認知症の状態にあり、別表２に定める問題行動が１項目以上１度又は２度に該当し、か

つ、その状態が継続すると認められる場合は、要介護高齢者とみなすことができる。 

 ２ 前項に該当する者のうち、重度心身障害者（児）介護手当の受給者となる者は除く。 

 

（申請） 

第３条 要綱第４条に規定する申請にあたっては、神戸市家族介護慰労事業申請書（様式第

１号）のほか、必要に応じて要介護高齢者の住民票（写）（外国人にあっては、外国人登録

済証明書）等必要な書類の提出を求めることができる。 

 

（通知） 

第４条 要綱第５条による申請者への通知は、受給資格の認定をしたときは、神戸市家族介

護慰労金支給認定通知書（様式第２号）により、受給資格がないと認めたときは、神戸市

家族介護慰労金支給却下通知書（様式第３号）により行う。 

 

（預金口座） 

第５条 受給者に預金口座がないときは、新たに口座を設けるよう指導する。 

 

（支給方法） 

第６条 慰労金の支給は、介護保険サービスの利用状況等対象者要件を確認したうえで、支

給するものとする。 

 

（慰労金の返還） 

第７条 慰労金を返還させる時は、神戸市家族介護慰労金返還請求書（様式第４号）及び納

入通知書を送付し、納入通知書により本市指定金融機関等に納めさせる。 

 

附則 

１．この要領は、平成 13年４月１日から施行する。 

２．この要領は、平成 16年４月１日から施行する。 

３．この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

４．この要領は、平成 18年 12月 20日から施行する。 

５．この要領は、平成 20年 6月 1日から施行する。 


